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執行役員制導入のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において執行役員制の導入を下記の通り決定致しましたの

でお知らせ致します。

記

１． 執行役員制導入の目的

会社の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会の強化・活性化と

スムーズな業務執行権限の委譲によりコーポレートガバナンスの強化・改善を図る。

２． 執行役員の役割

執行役員は、取締役会が決定した経営方針に従い、代表取締役社長の指揮命令の下

で業務執行を担当する重要な責任者としての役割を担う。

３． 執行役員の任期

任期は 1年とする。

４． 実施時期

平成 17年 12月開催予定の定時株主総会終了後、同日の取締役会にて執行役員の
選任決議を行う予定。
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